
【参考】

【特例措置による迅速な手続】

非常災害時において放送等の重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更及び無線設備の

設置場所等の変更の許認可に係る手続きを、臨機の措置として口頭等の迅速な方法により行うものです。


